
平成 26年度第 2回流山市文化財審議会会議録 

 

１ 開催日時 

平成 26年 11月 18日(火) 

委嘱状交付式：午前 10時 00分～午前 10時 30分 

会    議：午前 10時 30分～午前 11時 00分 

視    察：午前 11時 15分～午後 4時 30分 

（昼食、休憩を含む） 

２ 場 所 

  委嘱状交付式：流山市立中央図書館会議室 

  会    議：同 上 

  視    察：赤城神社社殿及び社叢、鰭ヶ崎三本松古墳 

市内各所の市指定候補樹木、諏訪神社社叢 

３ 次 第 

（１）委嘱状交付式 

（２）教育長あいさつ 

（３）開会 

（４）委員紹介 

（５）会長・副会長選出 

（６）報告 

（７）現地視察 

４ 報 告 

（１）審議会委員の公募とその結果について 

（２）新たに国登録・市指定となった有形文化財について 

５ 視 察 

赤城神社本殿及び社叢他 15ヶ所（午前 3ヶ所、午後 12ヶ所） 

 

６ 出席委員 

古谷会長、鎧副会長、小川委員、下津谷委員、武田委員 

常木委員、松浦委員、西委員、牧野委員 

７ 欠席委員 

  日塔委員 

８ 事務局員 



  後田教育長、小川図書・博物館長、須田図書・博物館次長、小栗

次長兼学芸係長、増崎主任学芸員 

９ 傍聴者 

  なし 

10 委嘱状交付式 

  後田教育長から、出席の各委員に平成 26年 10月 1日から平成 28 

年 9月 30日までの委嘱状が交付された。その後、各委員と出席職の 

自己紹介が行われた。 
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開会 午前 10時 30分 

（１）正・副会長選出 

小川館長仮議長のもと、委員の互選により会長に古谷委員、副会

長に鎧委員が決定した。 

以後、古谷会長が会議の議長を務めた。 

（２）審議会委員の公募とその結果について 

事務局が、審議会委員とその結果について報告した。 

（３）新たに国登録・市指定となった有形文化財について 

   事務局が、国登録となった笹屋土蔵と清水屋本店店舗兼主屋に 

  ついて登録年月日が決定した事とましや土蔵が市指定有形文化財 

として告示された事を報告した。 

（４）現地視察に先立ち 

   事務局から、赤城神社本殿の基礎的調査と鰭ヶ崎三本松古墳の  

  現状について説明があった。 

  続いて鎧副会長から、市指定候補各樹木について評価方法の説明

があった。 

（５）現地視察 

 各視察場所に到着後、鎧副会長及び事務局から文化財・樹木につ

いて説明 があり、各委員は樹木について評価をした。 

視察コース 

赤城神社本殿及び社叢―光明院タラヨウ―常与寺イチョウ 

 昼食、休憩 

駒形神社イヌガヤ―浄観寺チャボヒバ―三社大神ムクノキ― 

福性寺イチョウ・ムクロジ―愛宕神社ケヤキ―豊嶋氏ケヤキ― 



鰭ヶ崎三本松古墳―道祖神シイ・ムクノキ―東福寺イチョウ― 

清龍院シダレザクラ―中田氏シイ―諏訪神社社叢 

 赤城神社本殿の視察では、赤城神社神社委員の山崎委員長他約 

10名の協力を得た。本殿の他棟札等を実見した。 

 鰭ヶ崎三本松古墳については、調査担当の北澤主任学芸員が説 

明した。審議委員からは、各方面からの指導や情報を収集し、調 

査をするよう指導があった。また、鰭ヶ崎三本松古墳の碑につい 

ても、慎重に取り扱うように指導があった。 

（６）閉会 

  本日の視察を受けて、事務局が次回審議会で赤城神社本殿の有形

文化財として市指定諮問と樹木評価の集計結果報告をすることを約

束し、次回審議会は平成 26年 2月予定であることを伝え、閉会した。 


